
※この申告書は、原則として改修工事が完了した日から３ヶ月以内に提出してください。 
※必要に応じて現地調査をさせていただく場合がありますので、ご協力をお願いします。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
業務使用欄 
 
 
 

 
熱損失防止改修（省エネ改修）工事に関する固定資産税減額申告書

 年　　　月　　　日

 （あて先）高崎市長

 納税義務者（申告者）

 住　　所

 氏　　名 　

 個 人 番 号 
又は法人番号

 電話番号 　　　　－　　　　　 　－　　　　　　
 高崎市市税条例附則第１０条の３第１０項または第１２項の規定により、下記の通り申告しま

す。

 家　屋　の　明　細

 
所　在　地 高崎市　　　　　　　　町　

 
所有者氏名 　 家屋番号 　 構造 　

 
家屋の種類

及び床面積

専 用 住 宅 
（区分所有含む）

併 用 住 宅 
　　　　（　）内は住宅部分の床面積 ※減額適用床面積

 　　　　　　㎡ 　　　　　　 ㎡ （　　　　　㎡） 　　　　　　　　㎡

 
建築年月日 年　　　月　　　日 登記年月日 年　　　月　　　日

 

改修完了日 
及び改修費

改修完了日
① 省エネ改修 
　工事にかかった費用 　　円

 
② 補助金等 　円  

年　　　月　　　日  ①－② 
③ 差引金額 
（６０万円を超えたものが対象です。）

　円

 
改修工事 
の内容

☑　窓の断熱改修工事（必須）　　　☐　床の断熱改修工事 
☐　天井の断熱改修工事　　　　　　☐　壁の断熱改修工事 

（該当する□にレ印をつけてください。）

 

添付書類

☐　増改築等工事証明書 
☐　工事明細書及び工事費用の領収書の写し 
□  補助金等の明細 
□ （長期優良住宅の認定を受けた場合のみ）認定通知書の写し

 改修工事が完了した日から３ヶ月
以内に申告ができなかった場合は
その理由を記入してください。

上記のとおり処理してよいか伺います。 

 受付 係 係長 課長

 



 

確
認
欄

身元（実存）確認 番号確認

 □個人番号カード　　□運転免許証 

□パスポート 

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

□個人番号カード　　　□通知カード 

□住民票の写し(個人番号記載あり) 

□その他　（e-SUITE　過去　住基　　　　　）            


